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    第１０４回安来市議会定例会・６月定例会議議案目次 

 

議第７１号 安来市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条

例制定について 

議第７２号 安来市林業人材育成拠点条例制定について 

議第７３号 安来市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定につい

て 

議第７４号 地方独立行政法人安来市立病院定款を定めることについて 

議第７５号 安来市地方独立行政法人安来市立病院評価委員会条例制定について 

議第７６号 財産の無償貸付について 

議第７７号 令和８年度安来市一般会計補正予算（第２号）      （別冊） 

議第７８号 令和８年度安来市病院事業会計補正予算（第１号）    （別冊） 

報第５号  令和７年度安来市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について 

（別冊） 

報第６号  令和７年度安来市電気事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

について                       （別冊） 

報第７号  令和７年度安来市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

                                 （別冊） 

報第８号  令和７年度安来市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

（別冊） 
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議第７１号 

 

   安来市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例制定

について 

 

 安来市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例を、別紙

のとおり制定するものとする。 

 

  令和８年６月１日 提出 

 

 

安来市長  田 中 武 夫      
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安来市条例第  号 

 

   安来市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、再生可能エネルギー発電設備の適正な設置、維持管理及び撤

去に関して、必要な事項を定めることにより、市民の生命及び財産を保護すると

ともに自然環境、魅力ある景観及び安全安心な生活環境の保全及び形成と豊かな

地域社会の発展に寄与し、再生可能エネルギー発電事業推進との調和を図ること

を目的とする。 

 （基本理念と市の責務） 

第２条 市の美しい自然環境、魅力ある景観及び安全安心な生活環境は、市民の長

年にわたる努力により、豊かな自然の中で育まれた、誇らしい歴史・文化が脈々

と息づき形成されてきたものであることを鑑み、市民の共通のかけがえのない財

産として、現在及び将来の市民がその恵みを享受することができるよう、その保

全及び活用が図られなければならない。 

２ 市は、この条例の目的及び基本理念にのっとり、条例が適正かつ円滑な運用が

図れるよう必要な措置を講ずるものとする。 

 （定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１）発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平

成２３年法律第１０８号）第２条第３項に定める再生可能エネルギー源のう

ち太陽光又は風力を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。 

（２）発電事業 発電設備の設置又は増設（当該発電設備を設置し、又は増設す

る目的で行う樹木の伐採、土地の造成等による地形の変更を含む。）を行う事

業又は発電設備を用いて発電を行う事業をいう。 

（３）小規模発電事業 発電事業のうち、発電出力５０キロワット未満の発電設

備の太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備（以下これらを「太陽光

発電設備」という。）又は発電出力２０キロワット未満の発電設備の風力を電

気に変換する設備及びその附属設備（以下これらを「風力発電設備」という。）
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を用いて発電を行うものをいう。 

（４）中規模発電事業 発電事業のうち、発電出力５０キロワット以上の太陽光

発電設備又は発電出力２０キロワット以上の風力発電設備を用いて発電を行

うものをいう。ただし、次号で定める事業に該当するものを除く。 

（５）大規模発電事業 発電事業のうち、環境影響評価法（平成９年法律第８１

号）第２条第２項に規定する第１種事業に該当するものをいう。 

（６）事業者 発電設備を設置する者、発電事業を行う者及びこれらの者との契

約により事業の施行を請け負う全ての者をいう。 

（７）事業区域 発電事業を行う一団の土地（発電設備に附属する管理施設等の

敷地を含む。）の区域をいう。 

（８）土地所有者 土地の所有者、占有者及び管理者をいう。 

（９）建築物所有者 建築物の所有者、居住者、占有者及び管理者をいう。 

（１０）土地所有者等 土地所有者又は建築物所有者をいう。 

（１１）地域住民等 発電設備の設置に伴い生活環境に影響を受けるおそれがあ

る者であって、次に掲げるものをいう。 

   ア 次に掲げる発電事業の区分に応じ、事業区域の土地境界線からの水平距

離が（ア）から（ウ）までに定める範囲内の区域（以下「近隣区域」とい

う。）に存する土地所有者等 

   （ア）小規模発電事業の場合 １００メートル 

（イ）中規模発電事業の場合 ３００メートル 

（ウ）大規模発電事業の場合 １キロメートル 

   イ 近隣区域及び近隣区域を含む自治会に居住する者 

   ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

（１２）自然環境等 自然環境、生活環境及び景観をいう。 

（１３）事故等 事故、公害及び災害をいう。 

 （適用範囲） 

第４条 この条例は、合計出力が１０キロワット以上の発電設備を用いた発電事業

に適用する。ただし、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に

規定する建築物に設置する発電設備を用いる発電事業及び国又は公共団体が行う

発電事業については適用しない。 

 （事業者の責務） 
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第５条 事業者は、発電事業の実施に当たり、関係法令及びこの条例を遵守し、災

害を防止し、歴史文化及び自然環境等への配慮を十分に行うとともに、周辺関係

者と良好な関係を保つよう努めなければならない。 

２ 事業者は、事業区域及びその周辺地域の自然環境等を保全するため必要な措置

を講じ、事故等の防止を図るとともに、地域住民等との紛争が生じたときは、自

己の責任において誠意をもってこれを解決するとともに、再発防止のための措置

を講じなければならない。 

３ 事業者は、地域との共生に支障を生じさせないよう、発電事業を実施する間、

発電設備及び事業区域内を常時安全かつ良好な状態に維持管理しなければならな

い。 

 （土地所有者等の責務） 

第６条 事業区域の土地所有者等は、発電事業により、自然環境等を損なうことの

ないよう、又は災害、生活環境への被害等が発生することのないよう、事業区域

に係る土地の適正な管理に努め、事業者の発電事業終了後の発電設備の撤去及び

原状回復の状況を確認するよう努めなければならない。 

（禁止区域） 

第７条 市長は、災害の防止、財産の保護、歴史文化、景観の維持、良好な自然環

境等の保全及び地域と共生した発電事業の実施を図るため、特に必要と認められ

る区域を禁止区域として指定する。 

２ 事業者は、前項の規定により指定した区域を事業区域に含めてはならない。 

３ 市長は、禁止区域を変更し、又は解除することができる。 

４ 第１項に規定する区域とは、次に掲げる区域をいう。 

 （１）砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条の規定により指定された土地 

（２）地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の規定によ   

り指定された地すべり防止区域 

（３）急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）

第３条第１項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域 

 （４）土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成

１２年法律第５７号）第９条第１項の規定により指定された土砂災害特別警

戒区域 

 （５）自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２１条第１項の規定により指
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定された特別保護地区及び自然公園法施行規則（昭和３２年厚生省令第４１

号）第９条の１２により規定する区域 

 （６）鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第

８８号）第２８条第１項の規定により指定された鳥獣保護区及び同法第２９

条第１項の規定により指定された特別保護地区 

 （７）森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条及び第２５条の２の規定に

より指定された保安林及び同法第４１条の規定により指定された保安施設地

区 

 （８）河川法（昭和３９年法律第１６７号）第６条第１項により指定された河川

区域、同法第５４条第１項により指定された河川保全区域及び同法第５６条

第１項により指定された河川予定地 

 （９）自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号）第１４条第１項及び第２２条

第１項の規定により指定された地域又は島根県自然環境保全条例（昭和４８

年島根県条例第２４号）第１６条第１項の規定により指定された地域 

 （１０）農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４条第６項第１号イ及びロに掲

げる農地（営農型太陽光発電を除く。） 

  （１１）文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第２７条第１項の規定によ

り指定された重要文化財（建造物に限る。）の敷地、同法第５７条第１項の規

定により登録された有形文化財（建造物に限る。）の敷地及び同法第１０９条

第１項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物の存する区域 

 （１２）島根県文化財保護条例（昭和３０年島根県条例第６号）第４条第１項の

規定により指定された県指定有形文化財（建造物に限る。）の敷地及び同条例

第３１条第１項の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物の区域 

  （１３）安来市文化財保護条例（平成１６年安来市条例第１１１号）第４条第１

項により指定された市指定文化財（有形文化財は建造物に限る。）の敷地及び

区域 

 （１４）特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第２条１の規

定により指定された湿地の区域 

 （１５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた区域 

５ 前項の規定は、禁止区域が変更されたことにより事業区域の全部又は一部が禁

止区域内にあることとなる前に着手した発電事業には、適用しない。 
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（事前協議） 

第８条 事業者は、第１２条第１項又は第２項の届出をしようとするときは、あら

かじめ規則で定めるところにより、発電事業の実施について市長と協議しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の協議があったときは、事業者に対し必要な助言又は指導をする

ことができる。 

（説明会の実施） 

第９条 事業者は、第１２条第１項及び第２項、第１７条並びに第１８条第１項の

届出をしようとするときは、地域住民等に対し、説明会を開催し事業計画等の周

知について必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、地域住民等からの質問に対して誠実に回答するとともに、意見等の

申出があったときは、事業計画に取り入れるよう努めなければならない。 

３ 事業者は、説明会の実施後において、地域住民等から再度説明を求められたと

きは、地域住民等との間で十分な話合いの機会を設けなければならない。 

４ 事業者は、第１項の措置を行ったときは、規則で定めるところによりその結果

を市長に届け出なければならない。 

（協定の締結） 

第１０条 事業者は、地域住民等から要望があったときは、地域住民等と自然環境

等の保全に関する協定を締結するよう努めなければならない。 

２ 市長は、前項の協定の締結において、その内容について事業者及び地域住民等

に対し必要な助言をすることができる。 

３ 事業者は、第１項の協定を締結したときは、当該協定の写しを市長に提出しな

ければならない。 

（同意） 

第１１条 事業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる者から発電事業に対

する同意を得なければならない。 

（１）事業区域の土地所有者（土地所有者が事業者の場合を除く。） 

（２）事業区域に隣接する土地所有者等 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

（届出） 

第１２条 事業者は、発電事業を実施しようとする場合は、発電設備の設置工事に
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着手する日の６０日前までに、規則で定めるところにより、市長に届け出なけれ

ばならない。 

２ 前項に定める届出をした事業者は、当該届出の内容を変更しようとするときは、

変更する日の６０日前までに変更後の事業計画を、規則で定めるところにより、

市長に届け出なければならない。 

（標識の設置） 

第１３条 事業者は、地域住民等へ事業計画の内容を周知するため、前条第１項又

は第２項の届出が完了した日から起算して３０日以内に、規則で定めるところに

より、事業区域内の道路等に面した見えやすい場所に標識を設置しなければなら

ない。 

（工事着手の届出） 

第１４条 事業者は、発電設備の設置工事に着手するときは、規則で定めるところ

により、あらかじめ市長に届け出なければならない。 

（工事完了等の届出） 

第１５条 事業者は、発電設備の設置工事が完了又は中止したときは、規則で定め

るところにより、速やかに市長に届け出なければならない。 

（維持管理） 

第１６条 事業者は、自然環境等の保全又は災害若しくは生活環境への被害の防止

に支障が生じないよう、発電設備や事業区域を安全かつ良好な状態に維持管理し

なければならない。 

２ 事業者は、事故等で発電設備の損壊が発生し、周辺地域に損害を与えたとき等

は直ちに状況を確認し、必要な措置及び安全対策を行わなければならない。この

場合において、事業者は、速やかに市へ報告し、地域住民等に説明しなければな

らない。 

３ 事業者は、発電事業を終了するまでの間、計画的に資金を積み立てる等の方法

により、発電設備の維持管理及び解体により生ずる廃棄物の撤去その他の処理に

要する費用を確保しなければならない。 

４ 事業者は、発電設備の事故等に対する措置に充てる費用について、損害保険の

加入に努めなければならない。 

（地位の承継） 

第１７条 事業者から発電事業の譲渡、相続、売買、合併又は分割によりその地位
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を承継した者は、速やかに規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出な

ければならない。 

（事業の廃止） 

第１８条 事業者は、発電事業を廃止したときは、規則で定めるところにより、そ

の旨を市長に届け出なければならない。 

２ 事業者は、発電事業を廃止したときは、速やかに発電設備を撤去しなければな

らない。 

３ 事業者は、発電設備を撤去したときは、事業区域を事業着工前の状態に復旧す

ることを原則とし、当該発電設備の撤去に伴い発生した廃棄物は、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）その他関係法令等の規定に

基づき適切に処理しなければならない。 

（報告の徴収） 

第１９条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対

し、発電事業に関する報告又は資料の提出を求めることができる。 

（立入調査） 

第２０条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、市長が指定する職

員に事業者の事務所及び事業区域に立ち入り、必要な調査をさせ、関係者に質問

させることができる。 

２ 前項の立入調査を行う職員は、規則で定めるところにより、その身分を示す証

明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の立入調査の権限は、犯罪調査のために認められたものと解釈してはな

らない。 

（助言、指導及び勧告） 

第２１条 市長は、事業区域及びその周辺地域の災害防止又は良好な自然環境等の

保全のため必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、事業者に対

して必要な助言又は指導をすることができる。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、

事業者に対して期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

（１）事業者が第５条の責務を怠り、事業区域外に被害を与えたとき又は被害を

与えるおそれがあるとき。 

（２）事業者が第８条第１項の規定による協議をせず、又は虚偽の内容で行った
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とき。 

（３）事業者が第９条第１項又は第３項の規定による地域住民等への説明に係る

措置を講じないとき。 

（４）事業者が第９条第４項、第１２条第１項若しくは第２項、第１４条、第 

１５条、第１７条又は第１８条第１項の届出を行わず、又は虚偽の内容で届

出を行ったとき。 

（５）事業者が第１２条第１項又は第２項の届出をする前に設置工事に着手した

とき。 

（６）事業者が第１３条の標識を設置しないとき。 

（７）事業者が第１６条第２項又は第１９条の規定による報告若しくは資料の提

出を正当な理由なく拒み、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 

（８）事業者が前条第１項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 

（９）事業者が前項の助言又は指導に正当な理由なく従わなかったとき。 

（公表） 

第２２条 市長は、前条の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく勧告

に従わない場合は、当該事業者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、

その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地）並びに当該勧告の内容

の公表をすることができる。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ事業者に対

して、その理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。 

 （国及び島根県への報告） 

第２３条 市長は、前条第１項の規定による公表を行ったときは、当該公表の事実

及び内容を国及び島根県へ報告することができる。 

（委任） 

第２４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長

が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後にその

設置工事に着手する発電事業について適用する。 

３ 前項の規定にかかわらず、第１６条から第２３条までの規定は、発電設備を設

置し、又は発電設備の設置工事に着手した時期にかかわらず、第４条に該当する

発電事業の全ての事業者に適用する。 

４ この条例の施行の際、現に設置又は設置工事に着手している発電設備がその増

設又は更新することにより、第４条に該当することになるときは、附則第２項の

規定にかかわらず、この条例の規定を適用する。 

５ 第１２条各項に規定する届出及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、施

行日前においても行うことができる。 
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議第７２号 

 

   安来市林業人材育成拠点条例制定について 

 

 安来市林業人材育成拠点条例を、別紙のとおり制定するものとする。 

 

  令和８年６月１日 提出 

 

 

安来市長  田 中 武 夫       
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安来市条例第  号 

 

   安来市林業人材育成拠点条例 

 

 （設置） 

第１条 林業人材の育成及び定着支援、森林教育、森林とのふれあいを通じた地域

の森林・林業・木材産業の振興並びに住民福祉の増進を図るため、林業人材育成

拠点（以下「拠点」という。）を設置する。  

 （名称及び位置） 

第２条 拠点の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

安来市林業人材育成拠点 安来市伯太町安田中及び東母里地内 

 （管理及び運営） 

第３条 拠点の管理及び運営は、市が行う。 

（利用の許可） 

第４条 拠点を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければなら

ない。ただし、協定その他の取決めに基づいて利用する者については、この限り

でない。 

２ 市長は、前項の許可に際し、必要な条件を付することができる。 

 （使用料） 

第５条 拠点の使用料は、無料とする。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第７３号 

 

   安来市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について 

 

 安来市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり制定

するものとする。 

 

  令和８年６月１日 提出 

 

 

安来市長  田 中 武 夫       
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安来市条例第  号 

 

安来市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

 安来市消防団員等公務災害補償条例（平成１６年安来市条例第２２３号）の一部

を次のように改正する。 

 第１８条中「３１５，０００円」を「３３０，０００円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の安来市消防団員等公務災害補償条例（以下「新条例」

という。）第１８条の規定は、令和８年４月１日（以下「適用日」という。）以

後に支給すべき事由の生じた安来市消防団員等公務災害補償条例第４条第７号に

規定する葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた同号に規

定する葬祭補償については、なお従前の例による。 

 （補償の内払） 

３ 適用日からこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間に

おいてこの条例による改正前の安来市消防団員等公務災害補償条例第１８条の規

定に基づく葬祭補償（適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じ

たものに限る。）として支払われた金額は、新条例第１８条の規定に基づく葬祭

補償の内払とみなす。 
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議第７４号 

 

　　　地方独立行政法人安来市立病院定款を定めることについて 

 

　地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第７条の規定により、地方独

立行政法人安来市立病院を設立するため、地方独立行政法人安来市立病院定款を次

のように定める。 

 

　　令和８年６月１日　提出 

 

 

安来市長　　田　中　武　夫　　　　　 

　17　



　　　地方独立行政法人安来市立病院定款 

 

　（目的） 

第１条　この地方独立行政法人は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８

号。以下「法」という。）に基づき、地域住民に安全安心で質の高い医療を提供し、

地域の医療機関、社会福祉施設及び安来市との連携のもと、地域に密着した病院

として、住民の健康の維持及び増進に寄与することを目的とする。 

　（名称） 

第２条　この地方独立行政法人は、地方独立行政法人安来市立病院（以下「法人」

という。）と称する。 

　（設立団体） 

第３条　法人の設立団体は、安来市とする。 

　（事業所の所在地） 

第４条　法人は、事務所を安来市広瀬町広瀬１９３１番地に置く。 

　（法人の種別） 

第５条　法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。 

　（公告の方法） 

第６条　法人の公告は、電磁的記録により安来市のウェブサイトに設置した掲示場

に掲示して行う。 

　（役員） 

第７条　法人に、役員として、理事長１人、副理事長１人、理事５人以内及び監事

２人以内を置く。 

（役員の職務及び権限） 

第８条　理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。 

２　副理事長は、法人を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐し

て法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長

が欠けたときはその職務を行う。 

３　理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して法人

の業務を掌理する。 
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４　理事は、理事長があらかじめ指定した順位により、理事長及び副理事長に事

故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職

務を行う。 

５　監事は、法人の業務を監査する。 

６　監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は安来

市長（以下「市長」という。）に、意見を提出することができる。 

（役員の任命） 

第９条　理事長及び監事は、市長が任命する。 

２　副理事長及び理事は、理事長が任命する。 

（役員の任期） 

第１０条　理事長、副理事長及び理事の任期は４年とする。ただし、補欠の役員

（監事を除く。）の任期は、前任者の残任期間とする。 

２　監事の任期は、理事長の任期に対応するものとし、任命の日から、理事長の

任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日までとする。ただし、補

欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。 

３　役員は、再任されることができる。 

（役員の解任） 

第１１条　市長又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が法第１６条の規定に

より役員となることができないものに該当するに至ったときは、その役員を解

任しなければならない。 

２　市長又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当

するとき、又はその他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任す

ることができる。 

（１）心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

（２）職務上の義務違反があるとき。 

３　前項に規定するもののほか、市長又は理事長は、それぞれの任命に係る役員

（監事を除く。）の職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場

合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認め

るときは、その役員を解任することができる。 

４　理事長は、前２項の規定により、副理事長及び理事を解任したときは、遅滞

なく、その旨を市長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。 
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（職員に関する事項） 

第１２条　法人の職員は、理事長が任命する。 

２　法人の職員の職の種類、職務及び任命その他職員に関する事項については、

法人の規程で定める。 

（理事会の設置及び構成） 

第１３条　法人に理事会を置き、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。 

（理事会の招集） 

第１４条　理事会は、理事長が必要と認める場合にこれを招集する。 

２　理事長は、理事長を除く理事会の構成員の３分の１以上の者又は監事から会

議の目的たる事項を記載した書面を付して理事会の招集要求があったときは、

理事会を招集しなければならない。 

（理事会の議決事項） 

第１５条　次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。 

（１）法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項 

（２）年度計画に関する事項 

（３）予算の作成及び決算に関する事項 

（４）理事会が定める重要な予算の執行に関する事項 

（５）診療科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項 

（６）規程の制定又は改正若しくは廃止に関する事項。ただし、理事会が定め

る軽易な改正又は廃止を除く。 

（７）前各号に掲げるもののほか、理事会が定める重要事項 

（理事会の議事） 

第１６条　理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。 

２　議長は、理事会を主宰する。 

３　理事会は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４　理事会の議事は、出席した副理事長及び理事の過半数をもって決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。 

５　監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 

（病院の名称及び所在地） 

第１７条　法人が第 1条の目的を達成するために設置及び管理を行う病院の名称

及び所在地は、次のとおりとする。 
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　（業務の範囲） 

第１８条　法人は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 

（１）医療を提供すること。 

（２）医療に関する調査及び研究を行うこと。 

（３）医療に関する研修を行うこと。 

（４）医療に関する地域への支援を行うこと。 

（５）予防医療の提供を行うこと。 

（６）介護保険に関する業務を行うこと。 

（７）災害時における医療救護を行うこと。 

（８）前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（業務方法書） 

第１９条　法人の業務の執行に関する事項は、この定款に定めるもののほか、地

方独立行政法人安来市立病院業務方法書に定めるところによる。 

（資本金等） 

第２０条　法人の資本金は、法第６６条の２第１項の規定により安来市から法人

に対し出資されたものとされる金額とする。ただし、安来市が法人の設立の日

以後に法人に対して出資を行った場合は、法人は当該出資に係る財産の出資の

日現在における時価を基準として安来市が評価した価額により資本金を増加す

るものとし、法人が法第４２条の２第１項又は第２項の規定により安来市から

の出資に係る不要財産を安来市に納付した場合は、法人は同条第４項の規定に

より資本金を減少するものとする。 

２　安来市からの出資に係る財産のうち土地及び建物については、別表に掲げる

ものとする。 

（残余財産の帰属） 

第２１条　法人が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があ

るときは、当該残余財産は、安来市に帰属する。 

（規程への委任） 

第２２条　法人の運営に関し必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるも

ののほか、法人の規程に定めるところによる。 

 名称 所在地

 安来市立病院 安来市広瀬町広瀬 1931 番地
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　　　附　則 

この定款は、法人の成立の日から施行する。 

別表（第２０条関係） 

　　土地 

 所在地 面積（㎡）

 安来市広瀬町広瀬 1926 番 2 1264.17

 安来市広瀬町広瀬 1931 番 4542.74

 安来市広瀬町広瀬 1962 番 1 2077.77

 安来市広瀬町広瀬 1837 番 1 638.7

 安来市広瀬町広瀬 1837 番 4 409.37

 安来市広瀬町広瀬 1837 番 5 0.32

 安来市広瀬町広瀬 1837 番 6 2.44

 安来市広瀬町広瀬 1844 番 1 156.12

 安来市広瀬町広瀬 1844 番 6 627.94

 安来市広瀬町広瀬 1930 番 1 3007.33

 安来市広瀬町広瀬 1935 番 1 650.78

 安来市広瀬町広瀬 1935 番 5 1049.55

 安来市広瀬町広瀬 1845 番 2 2849.66

 安来市広瀬町広瀬 1845 番 5 652.36

 安来市広瀬町広瀬 1948 番 1 554.42

 安来市広瀬町広瀬 1948 番 3 31.46

 安来市広瀬町広瀬 1948 番 4 147.67

 安来市広瀬町広瀬 1952 番 1 505.78

 安来市広瀬町広瀬 1952 番 5 217.35

 安来市広瀬町広瀬 1921 番 1 664

 安来市広瀬町町帳 76 番 2 30

 安来市広瀬町町帳 76 番 5 28

 安来市広瀬町町帳 76 番 6 638

 安来市広瀬町町帳 77 番 549

 安来市広瀬町町帳 79 番 5 5.19
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　　建物 

 施設名 所在地 延べ床面積

(㎡)

 本館 安来市広瀬町広瀬 1931 番地、1926 番地

2、1962 番地 1

3423.3

 新館 安来市広瀬町広瀬 1931 番地、1926 番地

2、1962 番地 1

10119.38

 エネルギー棟 安来市広瀬町広瀬 1931 番地、1926 番地

2、1962 番地 1

508.70 

 倉庫・休憩室棟 安来市広瀬町広瀬 1931 番地、1926 番地

2、1962 番地 1

91.00 

 旧浄化槽 安来市広瀬町広瀬 1931 番地、1926 番地

2、1962 番地 1

225.00 

 病院別館(健康福祉セ

ンター)

安来市広瀬町広瀬 1930 番地 1、1935 番

地 1、1935-5

2970.78

 病院別館(健康福祉セ

ンター)車庫棟

安来市広瀬町広瀬 1930 番地 1、1935 番

地 1、1935 番地 5

344.40 

 院内保育所 安来市広瀬町広瀬 1844 番地 1、1837 番

地 1

198.72 

 医師住宅 安来市広瀬町広瀬 1844 番地 1、1837 番

地 1

198.72 

 医師住宅 安来市広瀬町広瀬 1844 番地 6 572.00 

 医師住宅 安来市広瀬町町帳 76 番地 5、76 番地 6、

76 番地 2、77 番地

56.10 

 医師住宅 安来市広瀬町町帳 76 番地 5、76 番地 6、

76 番地 2、77 番地

62.70 

 医師住宅 安来市広瀬町町帳 76 番地 5、76 番地 6、

76 番地 2、77 番地

56.10 

 医師住宅 安来市広瀬町町帳 76 番地 5、76 番地 6、

76 番地 2、77 番地

67.50 
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 さくら寮 安来市広瀬町広瀬 1845 番地 2、1845 番

地 5

893.78
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議第７５号 

 

   安来市地方独立行政法人安来市立病院評価委員会条例制定について 

 

 安来市地方独立行政法人安来市立病院評価委員会条例を、別紙のとおり制定する

ものとする。 

 

  令和８年６月１日 提出 

 

 

安来市長  田 中 武 夫      
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安来市条例第  号 

 

   安来市地方独立行政法人安来市立病院評価委員会条例 

 

 （設置） 

第１条 この条例は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下「法」

という。）第１１条第４項の規定に基づき、地方独立行政法人安来市立病院評価委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 委員会は、法第１１条２項の規定によりその権限に属させられた事項を処

理するほか、市長の求めに応じ、次に掲げる事項について意見を述べることがで

きる。 

（１）法第２６条第 1項の規定に基づく中期計画の認可に関すること。 

（２）法第２８条第１項第１号及び第３号に定める事項の評価に関すること。 

（３）前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員７人以内で組織する。 

２ 委員は、法人の経営又は医療に関し学識経験のある者のうちから、市長が委嘱

する。 

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合におけ

る補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長１人及び副委員長１人を置き、委員のうちから互選により

これを定める。 

２ 委員長は、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決
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するところによる。 

 （関係者等の出席） 

第６条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者又は専門家に

出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、安来市立病院経営の担当部署において処理する。 

 （守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた

後も同様とする。 

（その他） 

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が委員会に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（最初に開かれる会議の招集） 

２ この条例の施行の日以後、最初に開かれる委員会の会議は、第５条第１項の規

定にかかわらず、市長が招集する。 

（安来市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 安来市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１６年安来市条例第

４８号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中 

「    

 文化財保護委員の会委員  日額 6,400円 
 

 を 

  」  

「    

 文化財保護委員の会委員 日額  6,400円 
 

  

 地方独立行政法人安来市立病院評価委員 日額 10,000円 
 

 に改める。 

  」  
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議第７６号 

（１行空ける）　 

×××財産の無償貸付について 

（１行空ける）　 

×次のとおり財産を無償貸付したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第６号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

（１行空ける）　 

××令和８年６月１日×提出 

（２行空ける）　 

（６マス空ける） 

安来市長××田×中×武×夫×××××× 

（２行空ける）　 

（センタリング）　 

記 

（１行空ける）　　　　　　　　↓スタート位置を揃える　　　　物品・土地・建物　等により異なる　 

１×貸付する財産　　　上の台緑の村の土地、建物及び附属施設 

２　財産の所在　　　 

土　地 

所　　在　　　　安来市伯太町高江寸次８０９番１ 

　　　　　　　　安来市伯太町高江寸次８４４番１ 

安来市伯太町高江寸次８４４番４ 

　　　　　　　　安来市伯太町高江寸次８４４番５ 

安来市伯太町高江寸次８４４番６ 

　　　　　　　　安来市伯太町高江寸次８４４番８ 

安来市伯太町赤屋７２６番１ 

　　　　　　　　安来市伯太町赤屋７２６番８ 

安来市伯太町赤屋７２６番９ 

　　　　　　　　安来市伯太町赤屋７２６番１０ 

安来市伯太町赤屋７２６番３５ 

　　　　　　　　安来市伯太町赤屋７２６番５８ 

　　　　　　　　安来市伯太町横屋９５２番１ 
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　　　　　　　　安来市伯太町横屋９５２番２４ 

　　　　　　　　安来市伯太町横屋９５２番２５ 

安来市伯太町横屋９５２番５７ 

　　　　　　　　安来市伯太町横屋９５２番５８ 

安来市伯太町横屋９５２番５９ 

合計面積　　　　１０７，８０５.００平方メートル 

建　物　　　　　　 

所　　在　　　　安来市伯太町高江寸次８４４番地４ 

　名称、構造及び延床面積 

　　　　管理棟　木造　１９９平方メートル 

簡易宿泊棟　木造７棟　１５９平方メートル 

炊事棟　木造　３２平方メートル 

屋内調理棟　木造　５０平方メートル 

便所棟　木造　２４平方メートル 

体育館　鉄骨造　７７３平方メートル 

管理棟厨房　木造　３２平方メートル 

野菜市場　木造　２４平方メートル 

スキー管理棟　木造　２８平方メートル 

物品管理棟　木造　７２平方メートル 

トイレ　木造　１８平方メートル 

綿羊舎兼乾草置場　木造　２８.９７平方メートル 

給水ポンプ施設　鉄骨造　１２.６８平方メートル 

合計延床面積　　１，４５２.６５平方メートル 

３　貸付の期間　　　　令和８年７月１日から令和１３年６月３０日まで 

４×貸付の相手方　　　東京都千代田区外神田２丁目４－４第一電波ビル新館８Ｆ 

　　　　　　　　　　　ユービス株式会社　代表取締役　木村　良臣 

５×貸付の理由　　　　上の台緑の村トライアル事業の実施期間を５年間延長し、

当該の土地、建物及び付属施設を上記相手方に無償で貸し

付け試行的な事業を行うため。
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